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No.1３

仕事の仕事の

窓
９月は自賠責制度
広報・啓発期間です！
～なくそう。うっかり更新忘れ。～

　
国
土
交
通
省
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局

運
輸
部
で
は
、
令
和
５
年
９
月
１
日
か

ら
９
月
30
日
ま
で
の
１
ヶ
月
間
を
「
自

賠
責
制
度
広
報
・
啓
発
期
間
」
と
位
置

付
け
、
自
賠
責
制
度
の
重
要
性
や
役

割
、
無
保
険
車
運
行
の
違
法
性
等
に
つ

い
て
広
報
・
啓
発
活
動
を
実
施
し
、
自

賠
責
保
険
へ
の
加
入
促
進
を
図
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
年
間
を
通
し
て
監
視
活
動
を

行
い
、
警
察
と
連
携
し
た
街
頭
取
締
り

活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
小
さ
く
て
小
回
り
の
き
く
バ
イ
ク
は

手
軽
な
移
動
手
段
と
し
て
よ
く
利
用
さ

れ
、
軽
二
輪
（
排
気
量
２
５
０
cc
以
下

の
バ
イ
ク
）
・
原
動
機
付
自
転
車
が
人

気
で
す
。

お
問
合
せ
先

運
輸
部
　
陸
上
交
通
課
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両
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し
か
し
、
軽
二
輪
・
原
動
機
付
自
転

車
は
車
検
制
度
が
な
い
こ
と
か
ら
、
自

賠
責
保
険
・
共
済
の
有
効
期
限
切
れ
に

気
づ
か
ず
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
は
、
４
５
，
５
１
３
台

中
、
１
，
７
５
１
台
に
自
賠
責
保
険
の

有
効
期
限
切
れ
の
疑
い
が
あ
る
と
し

て
、
「
通
知
書
」
を
交
付
し
ま
し
た
。

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
制
度
に
つ
い

て
、
従
前
よ
り
広
報
・
啓
発
に
努
め
て

い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
無
保
険
・

無
共
済
車
に
よ
る
事
故
が
後
を
絶
た
な

い
こ
と
か
ら
、
よ
り
積
極
的
に
広
報
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

No.1４

仕事の仕事の

窓
安全なくるま社会
実現のために

～９月・10月は「自動車点検整備推進運動強化月間」～

　
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
に
は
、
自
動
車
の

不
具
合
に
よ
る
事
故
の
防
止
や
環
境
保

全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
動

車
の
点
検
・
整
備
（
日
常
点
検
・
定
期

点
検
等
）
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
で
は
、
自
動

車
ユ
ー
ザ
ー
の
保
守
管
理
意
識
を
高
め
、

適
切
な
点
検
・
整
備
が
実
施
さ
れ
る
よ

う
、
自
動
車
点
検
整
備
推
進
運
動
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
マ
イ

カ
ー
（
定
員
10
人
以
下
の
乗
用
車
）
の

定
期
点
検
は
、
１
年
ご
と
に
行
う
こ
と

と
し
て
お
り
、
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
の
上

部
左
側
に
貼
っ
て
あ
る
丸
い
ス
テ
ッ

カ
ー
（
点
検
整
備
済
ス
テ
ッ
カ
ー
）
が

定
期
点
検
の
期
限
と
な
り
ま
す
の
で
、

再
度
、
ご
使
用
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
の
上
部
に
あ
る
四

角
い
ス
テ
ッ
カ
ー
（
検
査
標
章
）
は
車

検
の
期
限
と
な
り
ま
す
。

「
自
動
車
点
検
整
備
推
進
運
動
」と
は
？

　
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
で
は
、
点

検
・
整
備
の
必
要
性
、
大
型
自
動
車
に

関
す
る
適
切
な
点
検
・
整
備
の
実
施
方

法
、
エ
コ
整
備
（
点
検
・
整
備
に
よ
る

Ｃ
Ｏ
２
削
減
効
果
を
い
う
。）
を
積
極
的

に
啓
発
す
る
た
め
、
９
月
・
10
月
を
「
自

動
車
点
検
整
備
推
進
運
動
強
化
月
間
」

と
し
、
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
の
協

力
を
得
な
が
ら
本
運
動
を
展
開
し
、
自

動
車
ユ
ー
ザ
ー
に
適
切
な
点
検
・
整
備

の
実
施
の
必
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
う

よ
う
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

【
主
な
実
施
事
項
】

①
ポ
ス
タ
ー
掲
示
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲

載
及
び
チ
ラ
シ
配
布
等
に
よ
る
周
知

活
動

②
整
備
管
理
者
研
修
、
自
動
車
検
査
員

研
修
、
整
備
主
任
者
研
修
等
の
機
会

を
活
用
し
て
、
受
講
者
に
対
し
、
本

運
動
の
趣
旨
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、

点
検
・
整
備
の
必
要
性
や
重
要
性
を

啓
発

③
街
頭
検
査
等
の
機
会
を
活
用
し
て
、

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
等
に
対
し
て
点
検
・

整
備
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
、
確
実

に
実
施
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る

本運動の取組や日常点検の実施方法をご紹介しています

http://www.tenken-seibi.com
自動車点検整備推進協議会HP

http://www.tenken-seibi.com/m/s/index.html
クルマの愛情点検チェックガイド

www.tenken-seibi.com/m/s/index.html

日常点検や定期点検はクルマのトラブルを防ぐだけではなく、地球温暖化の原因であるCO2の削減にもつながります。
特に、長くご使用のクルマには、細やかな点検が欠かせません。日頃からクルマの健康管理を心がけましょう。

日常点検

定期点検

日頃、自動車を使用している中で、走行距離や運行状態などから判断し、
適切な時期に点検を行うことが必要です。チェックしてみましょう。

定期点検は、安全確保・環境保護の観点から、自家用乗用車については、
1年ごとに実施しなければなりません。

車検（自動車の検査）は、安全・環境面で国が定める基準に適合しているかどうかを一定の
期間ごとに確認するものであり、次の検査までの安全性等を保証するものではありません。
したがって、使用者は日常点検整備や定期点検整備を確実に実施するとともに、使用に応じた
適切な保守管理を行う必要があります。

リザーバ・タンク内の液量が規定の範囲（上限ラインと下限ラインとの間）にあるかを点検します。

エンジンに付いているオイル・レベルゲージを抜きとり、付着しているオイルを拭き取ってからゲージをいっぱい
に差し込み、再度抜き取った際にオイルの量がオイル・レベルゲージにより示された範囲内にあるかを点検します。

バッテリ液の量が規定の範囲（上限ラインと下限ラインとの間）にあるかを、車両を揺らすなどして点検します。

エンジンスイッチを入れ、ランプ類の点灯・点滅具合が不良でないか、レンズなどに汚れや損傷がないかを
点検します。

タイヤの亀裂や損傷の有無、タイヤに異物が付着したりかみ込んだりしていないかを入念に点検します。

タイヤの溝の深さが十分であることを、接地面のスリップ・サインを目印に点検します。スリップ・サインは、タイ
ヤ側面の三角マークのある位置の接地面に現れます。

タイヤの接地部のたわみ具合を確認して、タイヤの空気圧が規定の範囲内であるかを点検します。

エンジンが速やかに始動しスムーズに回転するか、またエンジン始動時やアイドリング状態で、異音がないかを点
検します。

ウインド・ウォッシャ液を噴射させ、ワイパーの作動範囲に噴射されるかを点検します。

ブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込んだとき、床板とのすき間（踏み残りしろ）や踏みごたえが適当であるかを
点検します。

駐車ブレーキをいっぱいに引いた（踏んだ）とき、引きしろ（踏みしろ）が多すぎたり、少なすぎたりしないかを点検
します。

エンジンを暖機させた状態でアイドリング時の回転がスムーズに続くか、また、エンジンを徐々に加速したとき、ア
クセル・ペダルに引っかかりがないか、スムーズに回転するかを走行するなどして点検します。

ワイパーを作動させ、低速および高速の各作動が不良でないか、ウインド・ウォッシャ液がきれいに拭き取れるか
を点検します。

ウインド・ウォッシャ液の量が適当かを点検します。

リザーバ・タンク内の液量が規定の範囲（上限ラインと下限ラインとの間）にあるかを点検します。

※自家用乗用車の定期点検は、1年ごとに点検を行う項目が細かく決められており、整備のプロにまかせたほうが安心です。


